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１ 趣 旨

・地域住民や保護者、企業・団体等の参画を得て、地域全体で
子どもの学びや成長を支えること

・「学校を核とした地域づくり」を目指し、地域と学校が相互に
パートナーとして連携・協働して取組みを実施すること

子どもたちの成長を支え、地域を創生することにつながる

「地域学校協働活動」 とは

これらの実現は



「地域」と「学校」が連携・協働して子ども達の学びや
成長を支えることが制度化

２ 沿 革

➡ 多様な地域人材が教科へ関わり始める

➡ 学校運営や学校の課題に対し、広く保護者や地域住民が参画出来る仕組みへ

➡【同条の具体的施策】 「放課後子供教室」、「学校支援地域本部（当時）」事業化

（2010年代）

◎平成27(2015)年 中央教育審議会答申 「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の
連携・協働の在り方や今後の推進方策について」

◎平成29(2015)年 社会教育法改正 第５条「地域学校協働活動」 第９条の７「地域学校協働活動推進員」

➡ 地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支える仕組み

（2000年代）

◎平成14(2002)年度 「総合的な学習の時間」本格実施

◎平成16年(2004)年 学校運営協議会＝コミュニティ・スクール法制化

◎平成18（2006）年 教育基本法改正 第13条新設…学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力



３ 目的・効果

①子ども にとって
“知っている人”を増やす（＝安心、安全）、地域への
愛着・理解と関心、多様な人々との関わり
➡多様な価値観の醸成、学びの機会や意識の向上へ

②地域住民 にとって 地域貢献へのやりがい、将来の担い手の育成、災
害等の非常時における避難所運営の充実など

③学 校 にとって 授業や部活動等の充実、「社会に開かれた教育
課程」の実現、「教員の働き方改革」へ

④地域社会 にとって 顔の見えるつながりの構築、地域の活性化・
持続可能性の向上



地域と学校のつながりによる活動 ＝昔からあった取組み

学校運営協議会
（コミュニティ・スクール）の

設立

地域コーディネーター
（地域学校協働活動推進員）

の配置
地方教育行政の組織及び運営に関する法律

による法制化

社会教育法 第９条の７「地域学校協働活動推進員」
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５ 本市における地域学校協働活動 導入経過

➡ 現在：西東京市立全小・中学校にて地域学校協働活動 実施

導入
小学校
数

導入
小学校名

導入
中学校数

導入
中学校名

令和３年７月 １校 けやき小学校 １校 明保中学校

令和４年４月 ２校 保谷第二小・谷戸小 ３校 田無第二中・ひばりが丘中・柳沢中

令和５年４月 ８校 田無小・保谷小・東伏見小・
碧山小・芝久保小・谷戸第
二小・上向台小・住吉小

１校 田無第三中

令和６年４月 ７校 保谷第一小・中原小・
向台小・栄小・東小・
柳沢小・本町小

４校 田無第一中・保谷中・
青嵐中・田無第四中

計18校 計９校



６ 地域学校協働活動の様子

柳沢中学校
「働く人の話を
聞く会」

田無第二中学校「長期休暇中の自習教室」

芝久保小学校
「避難所運営協議会と協力した教育課程の取
組」

東小学校・明保中学校
「タケノコ掘り」

（企業連携）



地域コーディネーター（統括Co.）
長谷川 和子（はせがわ かずこ）氏

７ 事例紹介 けやき小学校地域学校協働活動

けやき小学校学校施設開放管理者 平成15年～
けやき小学校区 育成会「にしはら」 副会長
西東京市社会教育委員 平成29年７月～
西東京市教育委員会 点検評価委員 平成31年７月～
西東京市立けやき小学校地域学校協働活動推進員 令和３年７月～
西東京市地域学校協働活動統括推進員 令和４年～

【略 歴】


